
柔
ら
か

者
）
と

い
う
急
斜
面
。

い
春

の
新
雪
に

・、

手
―

り
胸
い
い
わ

一
か
　
聞

．

第

一
陣

が

ロ

ッ
一

が
、
腰
ま
で
沈
み

に
ド
円
ｒ
制
錫
貫

新

ら
間

こ
え
る
う
め

か
り
に
、
埋
ま

ｐ

』

つ を
庫
『
”
”
腋
　
ロ

ら
は
ぐ

っ
た
り
し

り
込
ん
で
し
ま
う

社
も
い
帥
薇
幹
網

占

に
し
た
と

い
う
。

教
授
に
精
神
的
苦
痛

下
関
市
大
の
事
務

局
長
に
賠
償
命
令

ハ
ラ
な
ど
を
受
け
適
応
障
害
を

発
症
し
た
と
し
て
同
人
の
理
事

長
と
事
務
局
長
に
損
害
賠
償
を

求
め
る
訴
訟
を
山
口
地
裁
下
関

支
部
八
泉
薫
裁
判
長
）
に
起
こ

し
、
同
支
部
が
事
務
局
長
に
５

万
５
千
円
の
賠
償
を
命
じ
る
判

決
を
出
し
た
こ
と
が
２７
日
、
分

か

っ
た
。
判
決
は
２‐
日
。

判
決
に
よ
る
と
、
２
０
１
２

年
９
月
、
原
告
は
事
務
局
長
ら

に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
を
受
け

た
と
し
て
、
同
大

ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
防
止
一奎
員
会
に
申
し
立
て
を

行

っ
た
。
し
か
し
、
同
一奎
員
会

は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ

っ
た
と

は
認
め
な
か

っ
た
。　
一
方
で
事

務
局
長
は
１４
年
３
月
ご
ろ
、
原

絲
魏
酢
辮諾
贋
夢

し
て
、
同
委
員
会
に
調
査
を
申

し
立
て
た
が
却
下
さ
れ
た
。
　

・

泉
裁
判
長
は

「
職
員
を

ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
行
為
か
ら
保
護
す
べ

き
立
場
の
事
務
局
長
か
ら
申
し

一は
取

火曜日
 ヽ′ご マン

´
、 2017年 (平成29年 )3月 28日

地
裁
支
部

し

立
て
を
不
法
行
為
と
認
め
、

慰
謝
料
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

立
て
を
受
け
た
原
告

苦
痛
は
相
応

に
大
き

い

一

摘
。
事
務
局
長

事
務
局
長
は
取
材
に

的
な
訴
訟

の
た
め

コ
メ
ン
ト

」

と
述
べ
た
。

毎

…
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市
立
大
パ
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ハ
ウ
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一
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下搬
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山
讀
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一顆
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職
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〓
』
』
罐
疇
藁
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楔
疇
雨
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一弊
咤
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申
し
立
て
た
が
、
委
員
会


